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会議・打合せ・視察顛末書 

 記 録 者 吉永 健男 

決裁 

市 長 副 市 長 教 育 長 部 長 課 長 課長補佐 
主 査 

係 長 
グループ員 

        

件 名 令和２年第５回龍ケ崎市教育委員会定例会会議録 

年 月 日 令和２年５月２９日（金）午後１時３０分～午後３時１２分 

場 所 龍ケ崎市役所５階全員協議会室 

出 席 委 員 
平塚和宏教育長，斎藤勝教育委員会教育長職務代理者，岡澤明子教育委員会委員，野

中浩教育委員会委員 

欠 席 委 員 髙橋伸子教育委員会委員 

傍 聴 者 なし 

出 席 者 

 教育部長             松尾 健治 
 教育総務課長           中村 兼次 
 教育副部長兼文化・生涯学習課長  松本 大 
 指導課長             本橋 聡 
 学校給食センター所長       神永 健 
 教育センター所長         松谷 真一 
 教育総務課長補佐         岩井 務 
 教育総務課長補佐         関ケ原 功 
 教育総務課総務グループ主幹    吉永 健男 

議 事 日 程 

１ 開 会 ２ 前回会議録の承認 ３ 教育長報告 ４ 議 事 
  議案第１号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査 

結果について 
  議案第２号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査 

結果について 
  議案第３号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査 

結果について 
  議案第４号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査 

結果について 
  議案第５号 龍ケ崎市文化財保護審議会委員の任用について 
  議案第６号 令和２年度龍ケ崎市スクールライフサポーター配置事業実施要項 

について 
  議案第７号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
  報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般 

会計補正予算について） 
  報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般 

会計補正予算について） 
  報告第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般 

会計補正予算について） 
  報告第４号 専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育委員会会計 

年度任用職員の退職について） 
 ５ その他 ６ 閉 会 
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教 育 長 

（１）開会 
皆様こんにちは。委員の皆様方には，お忙しいところ，お集まりをいただきまし

て，ありがとうございます。 
本日，髙橋委員が欠席されておりますが，定足数に達しておりますので，令和２年

第５回龍ケ崎市教育委員会定例会を開会いたします。 
 
(２)前回会議録の承認 
はじめに，４月定例会の会議録の承認を行います。会議録につきましては，原案の

とおりでよろしいでしょうか。 
 
 異議なし。 
 
それでは，４月定例会の会議録につきまして，このとおり承認いたします。 

 
(３)教育長報告 
続きまして，教育長報告をさせていただきます。 

（県南教育長情報交換会，臨時議会，教員評価に関する校長との面談，新型コロナウ
イルス感染拡大防止のための臨時休業，児童生徒に対する図書カードの配布，部分
登校，埋蔵文化財所在の有無照会等（４月２３日～５月８日現在），臨時校長会役員
会，臨時校長会，臨時校長会役員会，臨時校長会，開催予定であったボランティア学
生小中学校派遣事業担当者会議（４／２３），教科指導委員会（５／１５）は新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため延期となった。臨時校長会役員会，臨時校長会） 
 
 委員の皆様方から何かございましたら，お願いいたします。 
 
特になし。  

 
（４）議案第１号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調
査結果について 
それでは議事に入ります。議案第１号「いじめ防止対策推進法第２８条第１項に

規定する重大事態の調査結果について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育センター所長 議案第１号について説明） 
 
ただいま，議案第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
【個人情報を含むため非公開】 
 
それでは，議案第１号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第１号については，原案のとおり可決されました。 
  
（５）議案第２号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調
査結果について 
続きまして，議案第２号「いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大

事態の調査結果について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育センター所長 議案第２号について説明） 
 
ただいま，議案第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご
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全 委 員 
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ざいましたらお願いいたします。 
 
【個人情報を含むため非公開】 
 
それでは，議案第２号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第２号については，原案のとおり可決されました。 
 
（６）議案第３号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調
査結果について 
続きまして，議案第３号「いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大

事態の調査結果について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育センター所長 議案第３号について説明） 
 
ただいま，議案第３号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
【個人情報を含むため非公開】 

 
それでは，議案第３号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第３号については，原案のとおり可決されました。 
 
（７）議案第４号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調
査結果について 
続きまして，議案第４号「いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大

事態の調査結果について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育センター所長 議案第４号について説明） 
 
ただいま，議案第４号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
【個人情報を含むため非公開】 
 
それでは，議案第４号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第４号については，原案のとおり可決されました。 
 
（８）議案第５号 龍ケ崎市文化財保護審議会委員の任用について 
続きまして，議案第５号「龍ケ崎市文化財保護審議会委員の任用について」事務

局から説明いたします。 
 
 （文化・生涯学習課長 議案第５号について説明） 
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ただいま，議案第５号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
特になし。 
 
それでは，議案第５号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第５号については，原案のとおり可決されました。 
 
（９）議案第６号 令和２年度龍ケ崎市スクールライフサポーター配置事業実施要
項について 
続きまして，議案第６号「令和２年度龍ケ崎市スクールライフサポーター配置事

業実施要項について」事務局から説明いたします。 
 
 （教育センター所長 議案第６号について説明） 
 
ただいま，議案第６号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
特になし。 
 
それでは，議案第６号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第６号については，原案のとおり可決されました。 
 
（１０）議案第７号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
続きまして，議案第７号「龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則につい

て」事務局から説明いたします。 
 
 （教育総務課長 議案第７号について説明） 
 
ただいま，議案第７号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
東京でも，こういった話が出ていましたが，夏休みの期間を含めて２学期制にす

ると，最低限のカリキュラムは行う事ができるということですか。 
 
若干不足することが見込まれますので，冬休みも短縮することも想定しておりま

す。あとは，祝日も視野にいれなければいけないと考えています。運動会や文化祭等
の学校の行事も非常に流動的な状況であるということも御理解いただければと思い
ます。 

 
ただいまのことに関して補足をさせていただきたいと思います。現在，授業時数

は，多い学年で標準時間数よりも１００時間程度足りなくなっています。今回，この
ように夏休みを短縮することによって授業時数を確保していくということ，それか
ら学校行事も，現在，見直しを行ってもらっている段階です。そこでも授業時数の確
保をしていきます。３点目は，今，説明がありましたが，県民の日も授業日として設
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定していきたいと考えています。４点目はモジュール等を検討していきながら，授
業時数を確保していきたい，そのように予定しております。現在のところ，土曜日の
授業は行わないように考えております。以上です。 
 
モジュールの説明をしてください。 
 
現在，５０分，もしくは４５分で１単位の授業が行われているところですが，５分

短縮をすると，１日３０分程度時間を浮かせることができます。その時間を組み合
わせながら，４５分や５０分の授業に換算できるようにしていきたいと考えており
ます。 
 
龍ケ崎では，今年度中に全て習得を終えるという考えですか。 

 
現在のところ，今年度中に終えるように計算をしております。 
 
文部科学省では，１年ではなく，２年，３年という中でということでしたが，そこ

は学校と協議しながら学習内容の定着ということを大事にしていただきたいと思い
ます。特に，今年度卒業する児童生徒については，しっかりやっていくしかないと思
いますが，その他の学年についても十分見届けながら，時数を終えたからいいとい
うことにはならないようにしていただけたらありがたいと思います。 
 
それでは，議案第７号について，原案のとおり決することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，議案第７号については，原案のとおり可決されました。 
 
（１１）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市
一般会計補正予算について） 
続きまして，報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍

ケ崎市一般会計補正予算について）」事務局から説明いたします。 
 
 （教育部長 報告第１号について説明） 
 
ただいま，報告第１号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，報告第１号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，報告第１号については，原案のとおり承認されました。 
 
（１２）報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市
一般会計補正予算について） 
続きまして，報告第２号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍

ケ崎市一般会計補正予算について）」事務局から説明いたします。 
 
 （教育部長 報告第２号について説明） 
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全 委 員 
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全 委 員 
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事 務 局 
 
 

ただいま，報告第２号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご
ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，報告第２号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，報告第２号については，原案のとおり承認されました。 
 
（１３）報告第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市
一般会計補正予算について） 
続きまして，報告第３号「専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍

ケ崎市一般会計補正予算について）」事務局から説明いたします。 
 
 （教育部長 報告第３号について説明） 
 
ただいま，報告第３号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 
 特になし。 
 
それでは，報告第３号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，報告第３号については，原案のとおり承認されました。 
 
（１４）報告第４号 専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育委員会
会計年度任用職員の退職について） 
続きまして，報告第４号「専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育

委員会会計年度任用職員の退職について）」事務局から説明いたします。 
 
 （教育センター所長 報告第４号について説明） 
 
ただいま，報告第４号について，説明がありましたが，これらについてご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。 
 

 【個人情報を含むため非公開】 
 
それでは，報告第４号について，原案のとおり承認することに，ご異議ありません

か。 
 
 異議なし。 
 
 異議なしと認め，報告第４号については，原案のとおり承認されました。 
議事につきましては以上ですが，事務局から連絡事項がございます。 

 
６月につきましては，６月２４日（水）１３時３０分から総合教育会議を，１５時

００分から教育委員会定例会を開催することでお願い申し上げます。なお，６月２
４日に開催を予定しておりました教育委員会と学校長会との意見交換会について
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教 育 長 
 

は，延期することといたしましたので，御了承ください。また，７月につきまして
は，７月２２日（水）１４時から教育委員会定例会を開催することでお願い申し上げ
ます。 
 
最後に御報告をさせていただきます。 
先日，茨城県市町村教育委員会連合会の理事会が開催され，令和２年度及び３年

度の会長に斎藤勝委員が選任されました。斎藤委員には大変な御苦労をお掛けする
こととなり，心苦しい限りではありますが，事務局において全力でバックアップし
てまいりますので，どうぞよろしくお願いいたします。各委員におかれましても，連
合会の運営に関しまして，御協力をいただきますようお願いいたします。 
以上をもちまして，本日の会議を終了させていただきます。お疲れさまでした。 

 
 
 
 
 
【議決事項】 
  議案第１号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査

結果について 
  議案第２号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査 

結果について 
  議案第３号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査 

結果について 
  議案第４号 いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する重大事態の調査 

結果について 
  議案第５号 龍ケ崎市文化財保護審議会委員の任用について 
  議案第６号 令和２年度龍ケ崎市スクールライフサポーター配置事業実施要項 

について 
  議案第７号 龍ケ崎市立学校管理規則の一部を改正する規則について 
  報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般 

会計補正予算について） 
  報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般 

会計補正予算について） 
  報告第３号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度龍ケ崎市一般 

会計補正予算について） 
  報告第４号 専決処分の承認を求めることについて（龍ケ崎市教育委員会会計 

年度任用職員の退職について） 
 
【会議録調製年月日】 
         令和２年６月１日 
 
【会議録調製者】  
         龍ケ崎市教育委員会事務局 教育総務課 
               総務グループ 主幹 吉永 健男 
 
○龍ケ崎市教育委員会会議規則第１５条及び第１６条の規定により，この会議録を

調製させ，署名する。 
                       教育長  平 塚 和 宏 

情 報 公 開 一部非公開 

非公開（一部非公開を含む）とす

る理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第９条２号該当） 

 個人に関する情報が含まれているため 

公開が可能となる時期（可能な範

囲で記入） 
年  月  日 


